
水産業協同組合法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成22年３月31日 

岩手県知事 達 増 拓 也 

岩手県規則第23号 

水産業協同組合法施行細則の一部を改正する規則 

水産業協同組合法施行細則（昭和41年岩手県規則第81号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（設立の認可の申請） （設立の認可の申請） 

第３条 法第63条第１項（法第86条第３項、第92条第４項、第

96条第４項及び第100条第４項において準用する場合を含む。

）の規定により、組合の設立の認可を申請しようとするとき

は、別に定める様式による設立認可申請書に次に掲げる書類

を添えて、知事又は所管する広域振興局の長（以下「知事等

」という。）若しくは所管する地方振興局（大船渡地方振興局

、釜石地方振興局、宮古地方振興局及び久慈地方振興局に限

る。以下同じ。）の長（漁業生産組合に係るものに限る。）に

提出しなければならない。 

第３条 法第63条第１項（法第86条第３項、第92条第４項、第

96条第４項及び第100条第４項において準用する場合を含む。

）の規定により、組合の設立の認可を申請しようとするとき

は、別に定める様式による設立認可申請書に次に掲げる書類

を添えて、知事（海面において漁業を営む者を組合員とする

漁業協同組合であって、沿海地区をその地区とするもの（以

下「沿海組合」という。）に係るものに限る。）又は主たる事

務所を所管する広域振興局長（沿海組合に係るものを除く。）

（以下「知事等」という。）に提出しなければならない。 

(１)～(６) ［略］ (１)～(６) ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

（定款の変更の認可の申請等） （定款の変更の認可の申請等） 

第４条 法第48条第２項（法第86条第２項、第92条第３項、第

96条第３項及び第100条第３項において準用する場合を含む。

）の規定により定款の変更の認可を申請しようとするときは

、別に定める様式による定款変更認可申請書に次に掲げる書

類を添えて、知事等又は所管する地方振興局の長（以下「局

長」という。）に提出しなければならない。 

第４条 法第48条第２項（法第86条第２項、第92条第３項、第

96条第３項及び第100条第３項において準用する場合を含む。

）の規定により定款の変更の認可を申請しようとするときは

、別に定める様式による定款変更認可申請書に次に掲げる書

類を添えて、主たる事務所を所管する広域振興局長（以下「

局長」という。）に提出しなければならない。 

(１)～(３) ［略］ (１)～(３) ［略］ 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

７ 法第48条第４項（法第86条第２項、第92条第３項、第96条

第３項及び第100条第３項において準用する場合を含む。）の

規定により定款の変更の届出をしようとするときは、別に定

める様式による定款変更届に次に掲げる書類を添えて、知事

等又は局長に提出しなければならない。 

(１)～(３) ［略］ 

７ 法第48条第４項（法第86条第２項、第92条第３項、第96条

第３項及び第100条第３項において準用する場合を含む。）の

規定により定款の変更の届出をしようとするときは、別に定

める様式による定款変更届に次に掲げる書類を添えて、局長

に提出しなければならない。 

(１)～(３) ［略］ 

（資源管理規程の設定、変更又は廃止の認可申請等） 

第４条の４ 法第11条の２第１項（法第92条第１項において準

用する場合を含む。）の規定により資源管理規程の認可を申請

しようとするときは、別に定める様式による資源管理規程設

定認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事等又は局長に

提出しなければならない。 

(１)～(６) ［略］ 

（資源管理規程の設定、変更又は廃止の認可申請等） 

第４条の４ 法第11条の２第１項（法第92条第１項において準

用する場合を含む。）の規定により資源管理規程の認可を申請

しようとするときは、別に定める様式による資源管理規程設

定認可申請書に次に掲げる書類を添えて、局長に提出しなけ

ればならない。 

(１)～(６) ［略］ 



２ 法第11条の２第１項（法第92条第１項において準用する場

合を含む。）の規定により資源管理規程の変更の認可を申請し

ようとするときは、別に定める様式による資源管理規程変更

認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事等又は局長に提

出しなければならない。 

(１)～(５) ［略］ 

２ 法第11条の２第１項（法第92条第１項において準用する場

合を含む。）の規定により資源管理規程の変更の認可を申請し

ようとするときは、別に定める様式による資源管理規程変更

認可申請書に次に掲げる書類を添えて、局長に提出しなけれ

ばならない。 

(１)～(５) ［略］ 

３ 水産業協同組合法施行令（平成５年政令第328号）第３条第

３項の規定により資源管理規程の廃止の届出をしようとする

ときは、別に定める様式による資源管理規程廃止届に次に掲

げる書類を添えて、知事等又は局長に提出しなければならな

い。 

(１)・(２) ［略］ 

（信用事業規程の設定、変更又は廃止の認可申請等） 

第４条の５ 法第11条の４第１項（法第92条第１項、第96条第

１項及び第100条第１項において準用する場合を含む。）の規

定により、信用事業規程の認可を申請しようとするときは、

別に定める様式による信用事業規程設定認可申請書に次に掲

げる書類を添えて、知事等又は局長に提出しなければならな

い。 

(１)～(３) ［略］ 

２ 法第11条の４第３項（法第92条第１項、第96条第１項及び

第100条第１項において準用する場合を含む。）の規定により

、信用事業規程の変更の認可を申請しようとするときは、別

に定める様式による信用事業規程変更認可申請書に次に掲げ

る書類を添えて、知事等又は局長に提出しなければならない

。 

(１)～(３) ［略］ 

３ 水産業協同組合法施行令（平成５年政令第328号）第３条第

３項の規定により資源管理規程の廃止の届出をしようとする

ときは、別に定める様式による資源管理規程廃止届に次に掲

げる書類を添えて、局長に提出しなければならない。 

 

(１)・(２) ［略］ 

（信用事業規程の設定、変更又は廃止の認可申請等） 

第４条の５ 法第11条の４第１項（法第92条第１項、第96条第

１項及び第100条第１項において準用する場合を含む。）の規

定により、信用事業規程の認可を申請しようとするときは、

別に定める様式による信用事業規程設定認可申請書に次に掲

げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

 

(１)～(３) ［略］ 

２ 法第11条の４第３項（法第92条第１項、第96条第１項及び

第100条第１項において準用する場合を含む。）の規定により

、信用事業規程の変更の認可を申請しようとするときは、別

に定める様式による信用事業規程変更認可申請書に次に掲げ

る書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

 

(１)～(３) ［略］ 

３ 法第11条の４第３項（法第92条第１項、第96条第１項及び

第100条第１項において準用する場合を含む。）の規定により

、信用事業規程の廃止の認可を申請しようとするときは、別

に定める様式による信用事業規程廃止認可申請書に次に掲げ

る書類を添えて、知事等又は局長に提出しなければならない

。 

(１)・(２) ［略］  

３ 法第11条の４第３項（法第92条第１項、第96条第１項及び

第100条第１項において準用する場合を含む。）の規定により

、信用事業規程の廃止の認可を申請しようとするときは、別

に定める様式による信用事業規程廃止認可申請書に次に掲げ

る書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

 

(１)・(２) ［略］ 

４ 法第11条の４第４項（法第92条第１項、第96条第１項及び

第100条第１項において準用する場合を含む。）の規定により

信用事業規程の変更の届出をしようとするときは、別に定め

る様式による信用事業規程変更届に次に掲げる書類を添えて

、知事等又は局長に提出しなければならない。 

４ 法第11条の４第４項（法第92条第１項、第96条第１項及び

第100条第１項において準用する場合を含む。）の規定により

信用事業規程の変更の届出をしようとするときは、別に定め

る様式による信用事業規程変更届に次に掲げる書類を添えて

、知事に提出しなければならない。 

(１)～(３) ［略］ (１)～(３) ［略］ 

（貸付限度額の特例の認可申請） （貸付限度額の特例の認可申請） 



第４条の６ 法第11条の５（法第92条第１項、第96条第１項及

び第100条第１項において準用する場合を含む。）の規定によ

り貸付限度額の特例の認可を申請しようとするときは、別に

定める様式による貸付特例認可申請書に次に掲げる書類を添

えて、知事等又は局長に提出しなければならない。 

第４条の６ 法第11条の５（法第92条第１項、第96条第１項及

び第100条第１項において準用する場合を含む。）の規定によ

り貸付限度額の特例の認可を申請しようとするときは、別に

定める様式による貸付特例認可申請書に次に掲げる書類を添

えて、知事に提出しなければならない。 

(１)～(３) ［略］ (１)～(３) ［略］ 

（信用供与等限度額の特例の承認申請） （信用供与等限度額の特例の承認申請） 

第４条の７ 法第11条の11第１項（法第92条第１項、第96条第

１項及び第100条第１項において準用する場合を含む。）の規

定により信用供与等限度額の特例の承認を受けようとすると

きは、別に定める様式による信用供与等特例承認申請書に次

に掲げる書類を添えて、知事等又は局長に提出しなければな

らない。 

(１)～(４) ［略］ 

（共済規程の設定、変更又は廃止の認可申請等） 

第４条の８ 法第15条の２第１項（法第96条第１項において準

用する場合を含む。）の規定により共済規程の認可を申請しよ

うとするときは、別に定める様式による共済規程設定認可申

請書に次に掲げる書類を添えて、知事等又は局長に提出しな

ければならない。 

(１)～(４) ［略］ 

(５) 再共済契約の締結が確実であることを証する書類 

 

２ 法第15条の２第２項（法第96条第１項において準用する場

合を含む。）の規定により共済規程の変更の認可を申請しよう

とするときは、別に定める様式による共済規程変更認可申請

書に、次に掲げる書類を添えて、知事等又は局長に提出しな

ければならない。ただし、法第48条第５項の規定に基づき定

款で総会の議決を要しないものと定められた変更に係る申請

にあっては、第３号の書類に代えて、理事会の議事録の謄本

を添えるものとする。 

(１)～(３) ［略］ 

(４)  再共済の引受けに関する基本契約に変更がある場合に

あっては、その変更に係る新旧条文の対照表 

(５)・(６) ［略］ 

３ 法第15条の２第２項（法第96条第１項において準用する場

合を含む。）の規定により共済規程の廃止の認可を申請しよう

とするときは、別に定める様式による共済規程廃止認可申請

書に次に掲げる書類を添えて、知事等又は局長に提出しなけ

ればならない。 

(１)～(４) ［略］ 

第４条の７ 法第11条の11第１項（法第92条第１項、第96条第

１項及び第100条第１項において準用する場合を含む。）の規

定により信用供与等限度額の特例の承認を受けようとすると

きは、別に定める様式による信用供与等特例承認申請書に次

に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

 

(１)～(４) ［略］ 

（共済規程の設定、変更又は廃止の認可申請等） 

第４条の８ 法第15条の２第１項（法第96条第１項において準

用する場合を含む。）の規定により共済規程の認可を申請しよ

うとするときは、別に定める様式による共済規程設定認可申

請書に次に掲げる書類を添えて、局長に提出しなければなら

ない。 

(１)～(４) ［略］ 

(５) 共済事業の実施に関する契約の締結が確実であること

を証する書類 

２ 法第15条の２第２項（法第96条第１項において準用する場

合を含む。）の規定により共済規程の変更の認可を申請しよう

とするときは、別に定める様式による共済規程変更認可申請

書に、次に掲げる書類を添えて、局長に提出しなければなら

ない。ただし、法第48条第５項の規定に基づき定款で総会の

議決を要しないものと定められた変更に係る申請にあっては

、第３号の書類に代えて、理事会の議事録の謄本を添えるも

のとする。 

(１)～(３) ［略］ 

(４) 共済事業の実施に関する契約に変更がある場合にあっ

ては、その変更に係る新旧条文の対照表 

(５)・(６) ［略］ 

３ 法第15条の２第２項（法第96条第１項において準用する場合

を含む。）の規定により共済規程の廃止の認可を申請しよう

とするときは、別に定める様式による共済規程廃止認可申請書

に次に掲げる書類を添えて、局長に提出しなければならない

。 

(１)～(４) ［略］ 



４ 法第15条の２第３項（法第96条第１項において準用する場

合を含む。）の規定により共済規程の変更の届出をしようとす

るときは、別に定める様式による共済規程変更届に次に掲げ

る書類を添えて、知事等又は局長に提出しなければならない

。 

(１)～(３) ［略］ 

（信用事業の譲渡又は譲受けの認可申請等） 

第４条の９ 法第54条の２第３項（法第92条第３項、第96条第

３項及び第100条第３項において準用する場合を含む。以下同

じ。）の規定により信用事業の全部又は一部の譲渡の認可を申

請しようとするときは、別に定める様式による信用事業譲渡

認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事等に提出しなけ

ればならない。 

(１)～(６) ［略］ 

(７) 信用事業の一部の譲渡を行った後における組合が子会

社等（漁業協同組合等の信用事業に関する命令(平成５年大

蔵省・農林水産省令第２号。以下「命令」という。)第６条

に規定する者をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該

組合及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率（命令

第29条第３号に規定する連結自己資本比率をいう。以下同

じ。）の見込みを記載した書類 

 

 

(８)・(９) ［略］ 

２ 法第54条の２第３項の規定により信用事業の全部又は一部

の譲受けの認可を申請しようとするときは、別に定める様式

による信用事業譲受け認可申請書に次に掲げる書類を添えて

、知事等に提出しなければならない。 

(１)～(７) ［略］ 

(８) 信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合が当該譲受

けにより子会社対象会社（命令第29条第５号に規定する子

会社対象会社をいう。以下同じ。）を子会社とする場合には

、当該子会社対象会社に関する命令第32条第１項第４号に

掲げる書類 

(９) ［略］ 

(10) 信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又はその子

会社が、当該信用事業の全部又は一部の譲受けにより国内

の会社の議決権を合算してその基準議決権数（命令第29条

第５号に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。）を超え

て有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び

業務の内容を記載した書類 

４ 法第15条の２第３項（法第96条第１項において準用する場

合を含む。）の規定により共済規程の変更の届出をしようとす

るときは、別に定める様式による共済規程変更届に次に掲げ

る書類を添えて、局長に提出しなければならない。 

 

(１)～(３) ［略］ 

（信用事業の譲渡又は譲受けの認可申請等） 

第４条の９ 法第54条の２第３項（法第92条第３項、第96条第

３項及び第100条第３項において準用する場合を含む。以下同

じ。）の規定により信用事業の全部又は一部の譲渡の認可を申

請しようとするときは、別に定める様式による信用事業譲渡

認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなけれ

ばならない。 

(１)～(６) ［略］ 

(７) 信用事業の一部の譲渡を行った後における組合が子会

社等（漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成５年

大蔵省・農林水産省令第２号。以下「命令」という。)第６

条に規定する者をいう。以下同じ。)を有する場合には、当

該組合及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見

込み（水産業協同組合法施行規則（平成20年農林水産省令

第10号。以下「省令」という。）第221条第３号ロ又は第222

条第３号ロに規定する連結自己資本比率の見込みをいう。

以下同じ。）を記載した書類 

(８)・(９) ［略］ 

２ 法第54条の２第３項の規定により信用事業の全部又は一部

の譲受けの認可を申請しようとするときは、別に定める様式

による信用事業譲受け認可申請書に次に掲げる書類を添えて

、知事に提出しなければならない。 

(１)～(７) ［略］ 

(８) 信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合が当該譲受

けにより子会社対象会社（省令第221条第５号又は第222条

第５号に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。）を子

会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する命令第

32条第１項第４号に掲げる書類 

(９) ［略］ 

(10) 信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又はその子

会社が、当該信用事業の全部又は一部の譲受けにより国内

の会社の議決権を合算してその基準議決権数（省令第221条

第５号又は第222条第５号に規定する基準議決権数をいう。

以下同じ。）を超えて有することとなる場合には、当該国内

の会社の名称及び業務の内容を記載した書類 



(11) ［略］ 

３ 法第54条の２第７項（法第92条第３項、第96条第３項及び

第100条第３項において準用する場合を含む。）の規定により

信用事業の全部の譲渡の届出をしようとするときは、別に定

める様式による信用事業譲渡届に次に掲げる書類（法第54条

の２第３項の規定により信用事業の全部の譲渡の認可を受け

た組合が届出をする場合には、第７号及び第８号の書類に限

る。）を添えて、知事等に提出しなければならない。 

(１)～(８) ［略］ 

（共済事業の譲渡等の届出） 

第４条の10 法第54条の４第４項（法第96条第３項において準

用する場合を含む。）において準用する法第54条の２第７項

の規定により共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移

転の届出をしようとするときは、別に定める様式による共済

事業譲渡（共済契約移転）届に次に掲げる書類を添えて、知

事等に提出しなければならない。 

(１)～(６) ［略］ 

（業務報告書の提出） 

第４条の11 法第58条の２第１項又は第２項（法第92条第３項

、第96条第３項及び第100条第３項で準用する場合を含む。）

の規定により業務報告書を作成したときは、決算に係る総会

又は総代会終了後２週間以内に知事等又は局長に提出しなけ

ればならない。 

（解散の決議の認可の申請） 

第５条 法第68条第２項（法第86条第４項及び第96条第５項に

おいて準用する場合を含む。）又は第91条第２項（法第100条

第５項において準用する場合を含む。）に規定する解散の決議

の認可を申請しようとするときは、別に定める様式による解

散決議認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事等又は局

長（漁業生産組合に係るものに限る。）に提出しなければなら

ない。 

(１)～(４) ［略］ 

２ ［略］ 

（監査規程の設定、変更又は廃止の認可申請） 

第６条の２ 法第87条の２第１項（法第100条第１項において準

用する場合を含む。）の規定により監査規程の認可を申請しよ

うとするときは、別に定める様式による監査規程設定認可申

請書に次に掲げる書類を添えて、知事等又は局長に提出しな

ければならない。 

(１)～(４) ［略］ 

２ 法第87条の２第１項（法第100条第１項において準用する場

(11) ［略］ 

３ 法第54条の２第７項（法第92条第３項、第96条第３項及び

第100条第３項において準用する場合を含む。）の規定により

信用事業の全部の譲渡の届出をしようとするときは、別に定

める様式による信用事業譲渡届に次に掲げる書類（法第54条

の２第３項の規定により信用事業の全部の譲渡の認可を受け

た組合が届出をする場合には、第７号及び第８号の書類に限

る。）を添えて、知事に提出しなければならない。 

(１)～(８) ［略］ 

（共済事業の譲渡等の届出） 

第４条の10 法第54条の４第４項（法第96条第３項において準

用する場合を含む。）において準用する法第54条の２第７項

の規定により共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移

転の届出をしようとするときは、別に定める様式による共済

事業譲渡（共済契約移転）届に次に掲げる書類を添えて、局

長に提出しなければならない。 

(１)～(６) ［略］ 

（業務報告書の提出） 

第４条の11 法第58条の２第１項又は第２項（法第92条第３項

、第96条第３項及び第100条第３項で準用する場合を含む。）

の規定により業務報告書を作成したときは、決算に係る総会

又は総代会終了後２週間以内に知事に提出しなければならな

い。 

（解散の決議の認可の申請） 

第５条 法第68条第２項（法第86条第４項及び第96条第５項に

おいて準用する場合を含む。）又は第91条第２項（法第100条

第５項において準用する場合を含む。）に規定する解散の決議

の認可を申請しようとするときは、別に定める様式による解

散決議認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事等に提出

しなければならない。 

 

(１)～(４) ［略］ 

２ ［略］ 

（監査規程の設定、変更又は廃止の認可申請） 

第６条の２ 法第87条の２第１項（法第100条第１項において準

用する場合を含む。）の規定により監査規程の認可を申請しよ

うとするときは、別に定める様式による監査規程設定認可申

請書に次に掲げる書類を添えて、局長に提出しなければなら

ない。 

(１)～(４) ［略］ 

２ 法第87条の２第１項（法第100条第１項において準用する場



合を含む。）の規定により監査規程の変更の認可を申請しよう

とするときは、別に定める様式による監査規程変更認可申請

書に次に掲げる書類を添えて、知事等又は局長に提出しなけ

ればならない。 

(１)～(５) ［略］ 

３ 法第87条の２第１項（法第100条第１項において準用する場

合を含む。）の規定により監査規程の廃止の認可を申請しよう

とするときは、別に定める様式による監査規程廃止認可申請

書に次に掲げる書類を添えて、知事等又は局長に提出しなけ

ればならない。 

(１)～(３) ［略］ 

（権利義務の包括承継の認可申請） 

第６条の３ 法第91条の２第２項（法第100条第５項において準

用する場合を含む。）において準用する法第69条第２項の規定

により権利義務の包括承継の認可を申請しようとするときは

、別に定める様式による包括承継認可申請書に次に掲げる書

類を添えて、知事等に提出しなければならない。 

(１)～(３) ［略］ 

（行政庁に対する請求） 

第７条 組合員その他の利害関係人が法第43条第１項（法第86

条第２項、第92条第３項、第96条第３項及び第100条第３項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により一時理事の職務を

行うべき者の選任を請求し、又は役員を選挙し、若しくは選

任するための総会の招集を請求しようとするときは、別に定

める様式による一時理事の職務を行うべき者選任（役員選挙

（選任）総会招集）請求書を知事等に提出しなければならな

い。 

２ 組合員その他の利害関係人が法第43条第３項（法第92条第

３項、第96条第３項及び第100条第３項において準用する場合

を含む。）の規定により一時代表理事の職務を行うべき者の選

任を請求しようとするときは、別に定める様式による一時代

表理事の職務を行うべき者選任請求書を知事等に提出しなけ

ればならない。 

３ 組合員が法第123条第１項の規定により、業務又は会計の状

況の検査を請求しようとするときは、別に定める様式による

検査請求書を知事等に提出しなければならない。 

４ ［略］ 

（総会及び総代会に関する届出） 

第８条 組合は、定款に定める通常総会又は通常総代会の開催

時期に通常総会又は通常総代会を招集することができないと

きは、あらかじめその理由及び開催予定年月日を知事等又は

合を含む。）の規定により監査規程の変更の認可を申請しよう

とするときは、別に定める様式による監査規程変更認可申請

書に次に掲げる書類を添えて、局長に提出しなければならな

い。 

(１)～(５) ［略］ 

３ 法第87条の２第１項（法第100条第１項において準用する場

合を含む。）の規定により監査規程の廃止の認可を申請しよう

とするときは、別に定める様式による監査規程廃止認可申請

書に次に掲げる書類を添えて、局長に提出しなければならな

い。 

(１)～(３) ［略］ 

（権利義務の包括承継の認可申請） 

第６条の３ 法第91条の２第２項（法第100条第５項において準

用する場合を含む。）において準用する法第69条第２項の規定

により権利義務の包括承継の認可を申請しようとするときは

、別に定める様式による包括承継認可申請書に次に掲げる書

類を添えて、局長に提出しなければならない。 

(１)～(３) ［略］ 

（行政庁に対する請求） 

第７条 組合員その他の利害関係人が法第43条第１項（法第86

条第２項、第92条第３項、第96条第３項及び第100条第３項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により一時理事の職務を

行うべき者の選任を請求し、又は役員を選挙し、若しくは選

任するための総会の招集を請求しようとするときは、別に定

める様式による一時理事の職務を行うべき者選任（役員選挙

（選任）総会招集）請求書を局長に提出しなければならない

。 

２ 組合員その他の利害関係人が法第43条第３項（法第92条第

３項、第96条第３項及び第100条第３項において準用する場合

を含む。）の規定により一時代表理事の職務を行うべき者の選

任を請求しようとするときは、別に定める様式による一時代

表理事の職務を行うべき者選任請求書を局長に提出しなけれ

ばならない。 

３ 組合員が法第123条第１項の規定により、業務又は会計の状

況の検査を請求しようとするときは、別に定める様式による

検査請求書を知事に提出しなければならない。 

４ ［略］ 

（総会及び総代会に関する届出） 

第８条 組合は、定款に定める通常総会又は通常総代会の開催

時期に通常総会又は通常総代会を招集することができないと

きは、あらかじめその理由及び開催予定年月日を局長に届け



局長に届け出なければならない。 

２ 法第47条の４第２項（法第86条第２項、第92条第３項、第

96条第３項及び第100条第３項において準用する場合を含む。

）の規定により監事が総会を招集したときは、監事は、直ち

に、別に定める様式による総会招集届を知事等又は局長に提

出しなければならない。 

３ 法第47条の４第３項（法第92条第３項において準用する場

合を含む。）の規定により理事が総会を招集したときは、理事

は、直ちに、別に定める様式による総会招集届を知事等又は

局長に提出しなければならない。 

４ 組合は、総会又は総代会の終了後２週間以内に別に定める

様式による総会（総代会）終了届に総会（総代会）議事録の

謄本を添えて、知事等又は局長に提出しなければならない。

（役員及び総代に関する届出） 

第８条の２ 役員又は総代の選挙又は選任が行なわれたときは

、組合は、当該選挙又は選任の終了後２週間以内に、役員の

選挙の場合にあっては次に掲げる書類を、総代の選挙の場合

にあっては第１号に掲げる書類を、役員の選任の場合にあっ

ては第２号に掲げる書類を知事等又は局長に提出しなければ

ならない。 

(１)・(２) ［略］ 

 

第８条の３ 法第34条の５第１項（法第92条第３項、第96条第

３項及び第100条第３項において準用する場合を含む。）ただ

し書の規定による認可を申請しようとするときは、別に定め

る様式による役員等の兼職（兼業）認可申請書に次に掲げる

書類を添付して、知事等又は局長に提出しなければならない

。 

(１)～(６) ［略］ 

(７) その他知事等又は局長が必要と認める事項を記載した

書類 

（代表理事等に関する届出） 

第９条 組合は理事会の決議により組合を代表する理事（以下

「代表理事」という。）若しくは常務に従事する理事（以下「

常務理事」という。）を定めたとき、又は参事若しくは会計主

任を選任したときは、２週間以内に別に定める様式による代

表理事（常務理事、参事、会計主任）選任届を知事等又は局

長に提出しなければならない。 

２ 組合は、代表理事若しくは常務理事が退任したとき、又は

参事若しくは会計主任を解任したときは、２週間以内に別に

定める様式による代表理事（常務理事、参事、会計主任）退

出なければならない。 

２ 法第47条の４第２項（法第86条第２項、第92条第３項、第

96条第３項及び第100条第３項において準用する場合を含む。

）の規定により監事が総会を招集したときは、監事は、直ち

に、別に定める様式による総会招集届を局長に提出しなけれ

ばならない。 

３ 法第47条の４第３項（法第92条第３項において準用する場

合を含む。）の規定により理事が総会を招集したときは、理事

は、直ちに、別に定める様式による総会招集届を局長に提出

しなければならない。 

４ 組合は、総会又は総代会の終了後２週間以内に別に定める

様式による総会（総代会）終了届に総会（総代会）議事録の

謄本を添えて、局長に提出しなければならない。 

（役員及び総代に関する届出） 

第８条の２ 役員又は総代の選挙又は選任が行なわれたときは

、組合は、当該選挙又は選任の終了後２週間以内に、役員の

選挙の場合にあっては次に掲げる書類を、総代の選挙の場合

にあっては第１号に掲げる書類を、役員の選任の場合にあっ

ては第２号に掲げる書類を局長に提出しなければならない。

 

(１)・(２) ［略］ 

（役員等の兼職等の認可申請） 

第８条の３ 法第34条の５第１項（法第92条第３項、第96条第

３項及び第100条第３項において準用する場合を含む。）ただ

し書の規定による認可を申請しようとするときは、別に定め

る様式による役員等の兼職（兼業）認可申請書に次に掲げる

書類を添付して、局長に提出しなければならない。 

 

(１)～(６) ［略］ 

(７) その他局長が必要と認める事項を記載した書類 

 

（代表理事等に関する届出） 

第９条 組合は理事会の決議により組合を代表する理事（以下

「代表理事」という。）若しくは常務に従事する理事（以下「

常務理事」という。）を定めたとき、又は参事若しくは会計主

任を選任したときは、２週間以内に別に定める様式による代

表理事（常務理事、参事、会計主任）選任届を局長に提出し

なければならない。 

２ 組合は、代表理事若しくは常務理事が退任したとき、又は

参事若しくは会計主任を解任したときは、２週間以内に別に

定める様式による代表理事（常務理事、参事、会計主任）退



任（解任）届を知事等又は局長に提出しなければならない。

（残高試算表の提出） 

第10条 組合は、毎月末日現在の残高試算表を翌月10日までに

知事等又は局長に提出しなければならない。 

（組合員からの請求に関する届出） 

第12条 組合は、組合員から次に掲げる請求を受けたときは、

１週間以内に別に定める様式による総会招集（役員改選、理

事、参事、会計主任解任）請求受理届にその請求書を添えて

、知事等又は局長に提出しなければならない。 

(１)～(４) ［略］ 

（解散の届出） 

第13条 組合は、法第68条第４項（法第86条第４項及び第96条

第５項において準用する場合を含む。）又は第91条第４項（法

第100条第５項において準用する場合を含む。）の規定により

解散したときは、２週間以内に別に定める様式による解散届

に次に掲げる書類を添えて、知事等又は局長に提出しなけれ

ばならない。 

(１)～(５) ［略］ 

２ ［略］ 

（代表清算人の就職届） 

第14条 組合は、法第124条の２の規定により解散を命ぜられた

ときは、遅滞なく、代表清算人の就職登記を行い、その登記

終了後、２週間以内に別に定める様式による代表清算人就職

届に、次に掲げる書類を添えて、知事等又は局長に提出しな

ければならない。 

(１)～(３) ［略］ 

２ ［略］ 

（財産処理方法の届出） 

第15条 代表清算人は、法第75条第１項（法第86条第４項、第

92条第５項、第96条第５項及び第100条第５項において準用す

る場合を含む。）の規定により、組合の財産処分の方法を定め

、総会の承認を得たときは、総会終了後１週間以内に別に定

める様式による財産処分方法届に次に掲げる書類を添えて、

知事等又は局長に提出しなければならない。 

(１)～(３) ［略］ 

（登記に関する届出） 

第16条 組合は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その

日から２週間以内にその旨を記載した別に定める様式による

登記完了届に当該各号に定める書類を添えて、知事等又は局

長に提出しなければならない。 

(１)～(４) ［略］ 

任（解任）届を局長に提出しなければならない。 

（残高試算表の提出） 

第10条 組合は、毎月末日現在の残高試算表を翌月10日までに

局長に提出しなければならない。 

（組合員からの請求に関する届出） 

第12条 組合は、組合員から次に掲げる請求を受けたときは、

１週間以内に別に定める様式による総会招集（役員改選、理

事、参事、会計主任解任）請求受理届にその請求書を添えて

、局長に提出しなければならない。 

(１)～(４) ［略］ 

（解散の届出） 

第13条 組合は、法第68条第４項（法第86条第４項及び第96条

第５項において準用する場合を含む。）又は第91条第４項（法

第100条第５項において準用する場合を含む。）の規定により

解散したときは、２週間以内に別に定める様式による解散届

に次に掲げる書類を添えて、局長に提出しなければならない

。 

(１)～(５) ［略］ 

２ ［略］ 

（代表清算人の就職届） 

第14条 組合は、法第124条の２の規定により解散を命ぜられた

ときは、遅滞なく、代表清算人の就職登記を行い、その登記

終了後、２週間以内に別に定める様式による代表清算人就職

届に、次に掲げる書類を添えて、局長に提出しなければなら

ない。 

(１)～(３) ［略］ 

２ ［略］ 

（財産処理方法の届出） 

第15条 代表清算人は、法第75条第１項（法第86条第４項、第

92条第５項、第96条第５項及び第100条第５項において準用す

る場合を含む。）の規定により、組合の財産処分の方法を定め

、総会の承認を得たときは、総会終了後１週間以内に別に定

める様式による財産処分方法届に次に掲げる書類を添えて、

局長に提出しなければならない。 

(１)～(３) ［略］ 

（登記に関する届出） 

第16条 組合は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その

日から２週間以内にその旨を記載した別に定める様式による

登記完了届に当該各号に定める書類を添えて、局長に提出し

なければならない。 

(１)～(４) ［略］ 



（諸届） 

第17条 組合は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その

日から２週間以内に当該各号に定める届を知事等又は局長に

提出しなければならない。 

(１)～(５) ［略］ 

（監査の報告） 

第18条 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査した

ときは、監査の日から２週間以内に別に定める様式による監

査報告書に次に掲げる書類を添えて、知事等又は局長に提出

しなければならない。 

(１)・(２) ［略］ 

（書類の提出） 

第19条 法及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、

組合の地区が広域振興局又は地方振興局の所管区域外の組合

にあっては直接知事に、その他の組合にあっては所管する広

域振興局又は地方振興局の長を経由して知事に提出しなけれ

ばならない。 

２ 法及びこの規則の規定による書類の提出部数は、直接知事

等又は局長に提出するものにあっては１通、所管する広域振

興局又は地方振興局の長を経由して知事に提出するものにあ

っては２通とする。 

（諸届） 

第17条 組合は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その

日から２週間以内に当該各号に定める届を局長に提出しなけ

ればならない。 

(１)～(５) ［略］ 

（監査の報告） 

第18条 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査した

ときは、監査の日から２週間以内に別に定める様式による監

査報告書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければ

ならない。 

(１)・(２) ［略］ 

（書類の提出） 

第19条 法及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、

局長を経由しなければならない。 

 

 

 

２ 法及びこの規則の規定による書類の提出部数は、局長に提

出するものにあっては１通、知事に提出するものあっては２

通とする。 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。  

   附 則 

 この規則は、平成22年４月１日から施行する。 
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